
JP 2014-140460 A 2014.8.7

10

(57)【要約】
【課題】体腔内への挿入をスムーズに行うことを可能と
するとともに、穿刺処置具の移動に応じた長い超音波観
測範囲を得ることを可能とする超音波内視鏡を提供する
。
【解決手段】超音波内視鏡の先端硬質部１３には、観察
窓２２、固体撮像素子２４、超音波トランスデューサア
レイ２７が設けられている。先端硬質部１３は、湾曲部
１４に隣接する基端側から先端面１３ａに向かって徐々
に外径が縮小する円錐台状に形成されている。先端面１
３ａには、観察窓２２が配される。先端硬質部１３では
、外周面の一部と湾曲部１４の外周面の一部とが湾曲部
１４の軸線に平行に直線状に連結されて、超音波トラン
スデューサアレイ２７が湾曲部１４の軸線に対して傾斜
して配置されている。超音波トランスデューサアレイ２
７の基端側には、処置具導出口３０が配される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円錐台状または外周面の一部を斜めに切り取った先細り円柱状の先端硬質部と、
　前記先端硬質部の基端に連設され、複数の湾曲駒を連結した湾曲部と、
　前記湾曲部の基端に連設され、可撓性を有する可撓管部と、
　前記可撓管の基端に連設された操作部と、
　前記操作部に設けられ、前記湾曲部を湾曲させるための湾曲操作部材と、
　前記先端硬質部の先端面に配される観察窓と、
　前記観察窓を透過した観察範囲を撮像する撮像手段と、
　前記円錐台状の先端硬質部の外周面の一部、または斜めに切り取られた切欠き面に配さ
れる超音波トランスデューサアレイと、
　前記先端硬質部の基端側に開口し、前記超音波トランスデューサアレイの超音波観測範
囲に向けて穿刺処置具が突出される穿刺処置具挿通路とを備え、
　前記先端硬質部の外周面の一部と前記湾曲部の外周面の一部とが前記湾曲部の軸線に平
行に直線状に連結されて、前記超音波トランスデューサアレイが前記湾曲部の軸線に対し
て傾斜して配置されることを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項２】
　前記湾曲部の軸線方向と前記超音波トランスデューサアレイの表面とのなす角度が１０
°以上、４０°以下であることを特徴とする請求項１記載の超音波内視鏡。
【請求項３】
　前記超音波トランスデューサアレイの表面の前記湾曲部軸線方向における長さが２０ｍ
ｍ以上、５０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１または２記載の超音波内視鏡。
【請求項４】
　前記超音波トランスデューサアレイの表面の延長線に対して、先端硬質部が外側に向か
って突出することがない平滑面とされていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれ
か１項記載の超音波内視鏡。
【請求項５】
　前記超音波トランスデューサアレイは、その表面が前記先端硬質部の外周面に対して一
段突出して配されており、
　前記超音波トランスデューサアレイの先端側及び基端側と、前記先端硬質部との間が平
滑に連続する傾斜面が形成されていることを特徴とする請求項４記載の超音波内視鏡。
【請求項６】
　前記超音波トランスデューサアレイは、その表面が前記先端硬質部の外周面と連続して
配されていることを特徴とする請求項４記載の超音波内視鏡。
【請求項７】
　前記湾曲部の軸線方向に対して処置具挿通路から導出される処置具の導出方向の傾斜角
度が０°以上、３０°以下となることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項記載
の超音波内視鏡。
【請求項８】
　前記超音波トランスデューサアレイに接続される配線は、前記超音波トランスデューサ
アレイの基端側でまとめられ、前記操作部側へ延設されることを特徴とする請求項１ない
し７のいずれか１項記載の超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波観測とともに、穿刺処置具による処置を行うための超音波内視鏡に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療現場において、被検者の体内に超音波を照射し、その反射波を受信して映像
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化することにより、体内の状態を観察する超音波検査が行われている。こうした超音波検
査の１つに、体腔内から超音波を照射する体内式の検査がある。体内式の検査には、内視
鏡の鉗子口に挿通して用いられる超音波プローブや、超音波トランスデューサアレイとＣ
ＣＤなどの固体撮像素子が設けられた超音波内視鏡が用いられる。この超音波内視鏡では
、体腔内に挿入される挿入部先端に位置する先端硬質部に超音波トランスデューサアレイ
及び撮像部が配される。
【０００３】
　超音波内視鏡を用いた検査では、固体撮像素子を用いた観察及び超音波トランスデュー
サアレイを用いた超音波観測を行ったときに、患部若しくは患部と疑わしい部位が検出さ
れると、これを関心領域として、この関心領域の生体細胞を採取し、また必要に応じて薬
液を注入する等といった処置が行われる。このために、穿刺処置具が用いられる。穿刺処
置具は、カテーテルの先端部分に、所定の長さを有する硬質パイプの先端を鋭利な針先と
した針管が設けられている。ここで、穿刺処置具は先端部に設けた処置具導出口から導出
されるが、処置を超音波トランスデューサアレイによる超音波観測下で行うために、穿刺
処置具の導出方向は斜め前方となる。
【０００４】
　超音波内視鏡には、固体撮像素子によって挿入方向前方を観察可能とする直視型の超音
波内視鏡と、挿入方向に対して斜め前方を観察可能とする斜視型の超音波内視鏡とが知ら
れている。特許文献１記載の直視型の超音波内視鏡では、先端硬質部の先端に固体撮像素
子による観察を行うための観察窓が配され、観察窓よりも基端側に超音波トランスデュー
サアレイが、超音波トランスデューサアレイの基端側且つ先端硬質部外周面に処置具導出
口が配されている。処置具導出口は、挿入部の内部に配され、穿刺処置具が挿通される処
置具挿通チャンネルと連通する。上述したように穿刺処置具は、硬質且つ鋭利に形成され
た針管が設けられているため、処置具挿通チャンネルによる方向転換の角度が大きいと、
この部位を通過させるのが難しい。そこで、この超音波内視鏡では、先端硬質部の一部を
曲折させる構成とすることにより、処置具挿通チャンネルによる方向転換の角度を小さく
して、穿刺処置具が通過し易くしている。
【０００５】
　特許文献２記載の斜視型の超音波内視鏡は、先端硬質部に形成された傾斜面に、処置具
導出口と、観察窓とが設けられ、処置具導出口及び観察窓の前方に超音波トランスデュー
サアレイが配されている。この超音波内視鏡では、処置具導出口から導出された穿刺処置
具は斜め前方に突出して超音波トランスデューサアレイによる観測範囲に進入するととも
に、固体撮像素子による観察視野にも進入させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－１４３９８５号公報
【特許文献２】特開２００２－３４５７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１記載の直視型の超音波内視鏡では、先端硬質部を曲折さ
せているため、挿入部を体腔内に挿入させるとき、体腔内の狭窄部分に、先端硬質部の曲
折部分が引っ掛かかり、体腔内への挿入抵抗が増加することがある。また、上記特許文献
２記載の斜視型の超音波内視鏡では、撮像部の前方に超音波トランスデューサアレイが配
されているため、撮像部の観察範囲内に超音波トランスデューサアレイの一部が入り込み
、体腔内の観察を妨げる。
【０００８】
　さらにまた、超音波内視鏡を用いた穿刺処置では、処置具導出口から導出された穿刺処
置具が超音波観測の範囲内に入り、且つ穿刺処置具を前後に動かすストロークも確保しな
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くてはならないため、超音波トランスデューサアレイを長くすることが好ましいが、上記
特許文献２記載の斜視型の超音波内視鏡では、撮像部の観察範囲内にさらに入り込むこと
になるため、超音波トランスデューサアレイを長くすることができない。
【０００９】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、挿入抵抗を低減させて
体腔内への挿入をスムーズに行うことを可能とするとともに、穿刺処置具の移動に応じた
長い超音波観測範囲を得ることを可能とする超音波内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の超音波内視鏡は、円錐台状または外周面の一部を
斜めに切り取った先細り円柱状の先端硬質部と、先端硬質部の基端に連設され、複数の湾
曲駒を連結した湾曲部と、湾曲部の基端に連設され、可撓性を有する可撓管部と、可撓管
の基端に連設された操作部と、操作部に設けられ、湾曲部を湾曲させるための湾曲操作部
材と、先端硬質部の先端面に配される観察窓と、観察窓を透過した観察範囲を撮像する撮
像手段と、円錐台状の先端硬質部の外周面の一部、または斜めに切り取られた切欠き面に
配される超音波トランスデューサアレイと、先端硬質部の基端側に開口し、超音波トラン
スデューサアレイの超音波観測範囲に向けて穿刺処置具が突出される穿刺処置具挿通路と
を備え、先端硬質部の外周面の一部と湾曲部の外周面の一部とが湾曲部の軸線に平行に直
線状に連結されて、超音波トランスデューサアレイが湾曲部の軸線に対して傾斜して配置
されることを特徴とする。
【００１１】
　湾曲部の軸線方向と超音波トランスデューサアレイの表面とのなす角度が１０°以上、
４０°以下であることが好ましい。また、超音波トランスデューサアレイの表面の湾曲部
軸線方向における長さが２０ｍｍ以上、５０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００１２】
　超音波トランスデューサアレイの表面の延長線に対して、先端硬質部が外側に向かって
突出することがない平滑面とされていることが好ましい。また、超音波トランスデューサ
アレイは、その表面が先端硬質部の外周面に対して一段突出して配されており、超音波ト
ランスデューサアレイの先端側及び基端側と、先端硬質部との間が平滑に連続する傾斜面
が形成されていることが好ましい。あるいは、超音波トランスデューサアレイは、その表
面が先端硬質部の外周面と連続して配されていることが好ましい。
【００１３】
　湾曲部の軸線方向に対して処置具挿通路から導出される処置具の導出方向の傾斜角度が
０°以上、３０°以下となることが好ましい。
【００１４】
　超音波トランスデューサアレイに接続される配線は、超音波トランスデューサアレイの
基端側でまとめられ、操作部側へ延設されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、円錐台状の先端硬質部の外周面の一部、または斜めに切り取られた切
欠き面に超音波トランスデューサアレイが配され、先端硬質部の外周面の一部と湾曲部の
外周面の一部とが湾曲部の軸線に平行に直線状に連結されて、超音波トランスデューサア
レイが湾曲部の軸線に対して傾斜して配置されているので、挿入抵抗を低減させて体腔内
への挿入をスムーズに行うことを可能とするとともに、穿刺処置具の移動に応じた長い超
音波観測範囲を得ることを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の超音波内視鏡の一例を示す外観図である。
【図２】挿入部の先端硬質部の斜視図である。
【図３】超音波トランスデューサアレイに沿った先端硬質部周辺の断面図である。
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【図４】図３のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】超音波トランスデューサアレイの表面を先端硬質部の外周面と連続して配した一
例を示す断面図である。
【図６】体腔内における超音波観測を説明する説明図である。
【図７】本発明の第２実施形態を示す斜視図である。
【図８】本発明の第２実施形態を示す断面図である。
【図９】図８のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１において、超音波内視鏡２は、周知の如く、患者の体腔内に挿入される挿入部１０
と、挿入部１０に連設された操作部１１と、プロセッサ装置および光源装置（ともに図示
せず）に接続されるコネクタ（図示せず）と操作部１１間を繋ぐユニバーサルコード１２
とを有する。
【００１８】
　挿入部１０は、その先端部分に設けられ、固体撮像素子２４（撮像手段）や超音波トラ
ンスデューサアレイ２７（図２および図３参照）等が内蔵された先端硬質部１３と、先端
硬質部１３の基端に連設され、円筒状の湾曲駒を複数連結した湾曲部１４と、湾曲部１４
の基端に連設された可撓性を有する可撓管部１５とを備え、可撓管部１５の基端に操作部
１１が連設されている。
【００１９】
　操作部１１には、湾曲部１４を上下左右方向に湾曲させるためのアングルノブ１６等が
設けられている。また、操作部１１の挿入部１０側には、鉗子や穿刺針、高周波メス等の
処置具が挿通される処置具入口１７が設けられている。アングルノブ１６には、図示しな
いプーリが連結されており、このプーリに巻き掛けられ、湾曲部１４の湾曲駒に接続され
たワイヤをアングルノブ１６の回転操作により牽引して湾曲部１４を湾曲させることがで
きる。
【００２０】
　図２および図３において、先端硬質部１３には、観察画像取得部２０、および超音波観
測部２１が設けられている。観察画像取得部２０は、観察窓２２、対物レンズ２３、固体
撮像素子２４、照明窓２５、および配線２６等から構成される。
【００２１】
　先端硬質部１３は、例えば硬質樹脂などから形成され、剛性を有する。この先端硬質部
１３は、湾曲部１４に隣接する基端側から観察画像取得部２０が配される先端面１３ａに
向かって徐々に外径が縮小する円錐台状に形成されている。なお、ここでいう円錐台状と
は、略円錐台状である場合も含む。なお、先端硬質部１３は、その基端側における最大外
径Ｒ１が１７ｍｍ以下、先端側における最小外径Ｒ２が１４ｍｍ以下とすることが好まし
い。
【００２２】
　観察窓２２は、先端硬質部１３の先端面１３ａに、挿入方向前方に向けて取り付けられ
ている。観察窓２２から入射した観察部位の像光は、対物レンズ２３で固体撮像素子２４
の撮像面に結像される。固体撮像素子２４は、観察窓２２、対物レンズ２３を透過して撮
像面に結像された観察部位の像光を光電変換して、撮像信号を出力する。固体撮像素子２
４で出力された撮像信号は、挿入部１０から操作部１１まで延設された配線２６を経由し
て、ユニバーサルコード１２によりプロセッサ装置に伝送される。プロセッサ装置は、伝
送された撮像信号に対して、各種信号処理、および画像処理を施し、内視鏡光学画像とし
てモニタ（図示せず）に表示する。
【００２３】
　照明窓２５は、観察窓２２を挟んで両側に設けられている。照明窓２５には、ライトガ
イド（図示せず）の出射端が接続されている。ライトガイドは、挿入部１０から操作部１
１まで延設され、その入射端は、ユニバーサルコード１２を介して接続された光源装置の
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光源に接続されている。光源で発せられた照明光は、ライトガイドを伝って照明窓２５か
ら観察部位に照射される。配線２６及びライトガイドは、挿入部１０から操作部１１まで
延設され、ユニバーサルコード１２を介してプロセッサ装置に接続されている。
【００２４】
　超音波観測部２１は、超音波トランスデューサアレイ２７を備えている。超音波トラン
スデューサアレイ２７は、多数の超音波振動子を先端硬質部１３の外周面１３ｂに沿った
凸曲面形状に配列したものから構成される。この超音波トランスデューサアレイ２７は、
例えばコンベックス走査や、リニア走査など電子式で走査が行われる。
【００２５】
　先端硬質部１３は、その外周面１３ｂが、基端側の中心と、先端側の中心とが偏心する
偏心テーパー状に形成されており、図４に示すように、湾曲部１４の軸線方向と直交する
面で切断した外周面１３ｂの断面が、円形状になるように形成されている。なお、ここで
いう円形状とは、略円形状である場合を含み、長径と短径の差が小さい楕円形状や、円に
内接する多角形状なども含まれる。なお、図４に示す断面図では、煩雑化を防ぐため、配
線２６、配線３２、ライトガイドなどの図示を省略している。
【００２６】
　先端硬質部１３では、外周面の一部と湾曲部１４の外周面の一部とが湾曲部１４の軸線
に平行に直線状に連結されて、超音波トランスデューサアレイ２７が湾曲部１４の軸線に
対して傾斜して配置されている。本実施形態では、超音波トランスデューサアレイ２７の
取付面とは反対側の外周面１３ｃと湾曲部１４の外周面の一部とが湾曲部１４の軸線に平
行に直線状に連結されている。なお、ここでいう反対側とは、湾曲部１４の中心軸に対し
て略反対側であることも含む。超音波トランスデューサアレイ２７を、湾曲部１４の軸線
方向に対して傾斜する位置に取り付けたことにより、超音波トランスデューサアレイ２７
による超音波観測は、湾曲部１４の軸線方向に対して斜め前方の超音波観測範囲Ａ（図６
の網掛けを施した範囲）に対して行われる。なお、湾曲部１４の軸線方向と超音波トラン
スデューサアレイ２７の表面とのなす傾斜角度Ｄ１は、１０°以上、４０°以下であるこ
とが好ましい。
【００２７】
　また、超音波トランスデューサアレイ２７は、その表面が、先端硬質部１３の外周面１
３ｂに対して一段突出して配されており、その突出量Ｔは、０ｍｍ～３ｍｍとなっている
。さらにまた、この超音波トランスデューサアレイ２７と外周面１３ｂとの段差を埋める
、例えば接着剤などの充填材２８が充填されている。この充填材２８により、超音波トラ
ンスデューサアレイ２７の先端側及び基端側と、先端硬質部１３との間を平滑に連続する
傾斜面２９ａ，２９ｂが形成されている。なお、これに限らず、このような傾斜面２９ａ
，２９ｂを先端硬質部１３と一体に形成してもよい。また、図５に示すように、超音波ト
ランスデューサアレイ２７を、その表面が外周面１３ｂと連続する面に形成して平滑に連
続するようにしてもよい。
【００２８】
　先端硬質部１３における超音波トランスデューサアレイ２７の配設位置より基端側には
処置具導出口３０が設けられている。超音波トランスデューサアレイ２７の基端側と外周
面１３ｂとの間に形成されている傾斜面２９ｂは、処置具導出口の先端側に隣接する位置
まで形成されている。この処置具導出口３０は、外周面１３ｂを開口して形成されている
。また、外周面１３ｂには、外側に突出する突起物などは形成されていない。よって、超
音波トランスデューサアレイ２７の表面の延長線に対して、先端硬質部１３が外側に向か
って突出することがない平滑面に形成されている。
【００２９】
　挿入部１０及び操作部１１内には、一端が処置具導出口３０に通じる処置具挿通チャネ
ル３１（穿刺処置具挿通路）が設けられている。処置具挿通チャネル３１の他端は、処置
具入口１７に接続している。処置具挿通チャネル３１は、処置具入口１７から挿通された
穿刺処置具を導出して処置具導出口３０から突出させる。
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【００３０】
　処置具挿通チャネル３１は、湾曲部１４内に配されている部分は、湾曲部１４の軸線方
向と平行に配されているが、処置具導出口３０の近傍では、湾曲部１４の軸線方向に対し
て傾斜する方向に屈曲している。処置具導出口３０によって穿刺処置具が導出される方向
は、超音波トランスデューサアレイ２７による超音波観測方向と交差するように設定され
ている。よって、処置具挿通チャネル３１に挿通された穿刺処置具は、処置具導出口３０
から導出されて、超音波トランスデューサアレイ２７の超音波観測範囲に進入させること
ができる。なお、穿刺処置具は、処置具挿通チャネル３１の屈曲が大きいと、この部位を
通過させるのが難しくなるため、湾曲部１４の軸線方向に対して処置具導出口３０から導
出される穿刺処置具の導出方向の傾斜角度Ｄ２が０°以上、３０°以下となることが好ま
しい。
【００３１】
　超音波トランスデューサアレイ２７は、観察窓２２よりも基端側に位置しているため、
観察画像取得部２０の観察範囲に入り込むことが無い。よって、超音波トランスデューサ
アレイ２７は、挿入部１０の挿入方向、すなわち湾曲部１４の軸線方向における寸法を長
くすることが可能であり、超音波トランスデューサアレイ２７の表面の湾曲部軸線方向に
おける長さＬが２０ｍｍ以上、５０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３２】
　超音波トランスデューサアレイ２７に接続される配線３２は、超音波トランスデューサ
アレイ２７の基端側でまとめられた状態で、挿入部１０から操作部１１まで延設され、ユ
ニバーサルコード１２を介してプロセッサ装置に接続されている。これにより、部品配置
スペースが少ない先端硬質部１３内の先端付近に余裕ができるため、観察画像取得部２０
の配置における自由度が向上する。
【００３３】
　配線３２には、プロセッサ装置から超音波トランスデューサアレイ２７を駆動させて超
音波を発するための駆動制御信号が伝送され、また、エコー信号の受信により超音波トラ
ンスデューサアレイ２７から出力された検出信号がプロセッサ装置に伝送される。プロセ
ッサ装置は、伝送された検出信号に対して、各種信号処理、および画像処理を施し、超音
波断層画像としてモニタに表示する。
【００３４】
　超音波内視鏡２で体腔内を観察する際には、まず、挿入部１０を体腔内に挿入し、観察
画像取得部２０で取得された内視鏡光学画像をモニタで観察しながら、観察部位を探索す
る。上述したように、先端硬質部１３を円錐台状にし、超音波トランスデューサアレイ２
７の表面の延長線に対して、先端硬質部１３が外側に向かって突出することがない平滑面
にされているので、体腔内への挿入をスムーズに行うことができる。また、先端面１３ａ
に観察窓２２を設けているため、超音波トランスデューサアレイ２７が観察範囲に入り込
むことがなく、挿入方向前方の観察範囲を観察しながら、挿入部１０を適切な挿入方向へ
導くことができる。
【００３５】
　図６に示すように、観察画像取得部２０で探索した観察部位３３に超音波トランスデュ
ーサアレイ２７が密着され、超音波観測を行う指示がなされると、配線３２を介して、プ
ロセッサ装置からの駆動制御信号が超音波トランスデューサアレイ２７に入力される。駆
動制御信号が入力されると、超音波トランスデューサアレイ２７の電極に規定の電圧が印
加される。そして、超音波トランスデューサアレイ２７の圧電体が励振され、所定の観測
範囲内に超音波が発せられる。
【００３６】
　超音波の照射後、観測範囲内からのエコー信号が超音波トランスデューサアレイ２７で
受信される。この超音波の照射、およびエコー信号の受信は、駆動する超音波トランスデ
ューサをずらしながら繰り返し行われる。これにより、超音波観測範囲Ａ内に超音波が走
査される。プロセッサ装置では、エコー信号を受信して超音波トランスデューサアレイ２
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７から出力された検出信号を元に、超音波観測範囲Ａ内の超音波画像が生成される。生成
された超音波画像は、モニタに表示される。
【００３７】
　術者は、モニタの超音波画像を見ながら、処置具挿通チャネル３１に穿刺処置具３４を
挿通させて穿刺処置を行う。処置具導出口３０から穿刺処置具３４を導出させると、超音
波観測範囲Ａ内に穿刺処置具３４を突出させることができる。上述したように、超音波ト
ランスデューサアレイ２７は、湾曲部１４の軸線方向における長さＬが長く設定されてい
るため、処置具導出口３０から導出された穿刺処置具３４が超音波観測範囲Ａ内に確実に
入り、且つ穿刺処置具３４を十分なストロークで移動させても超音波観測範囲Ａから外れ
ることがない。
【００３８】
　そして、穿刺処置具３４を前後に移動させて超音波観測範囲Ａ内の関心領域３５の生体
細胞を採取、または薬液を注入した後、穿刺処置具３４を処置具挿通チャネル３１から引
き抜いて穿刺処置が終了する。さらに、穿刺処置の終了後、挿入部１０を体腔内から抜去
するとき、上述したように、超音波トランスデューサアレイ２７の基端側に傾斜面２９ａ
が形成されているため、挿入部１０の抜去操作をスムーズに行うことができる。
【００３９】
　上記第１実施形態では、先端硬質部を円錐台状に形成しているが、本発明はこれに限る
ものではなく、以下で説明する第２実施形態では、図７～図９に示すように、先端硬質部
を外周面の一部を斜めに切り取った先細り円柱状に形成している。なお、以下では、上記
第１実施形態と同じ部品を用いる場合は同符号を付して説明を省略する。
【００４０】
　第２実施形態の先端硬質部５０は、観察画像取得部２０及び超音波観測部５１を備えて
いる。この先端硬質部５０は、先端側外周面の一部を斜めに切り取り、湾曲部１４に隣接
する基端側よりも観察画像取得部２０が配される先端側が細くなっている先細り円柱状に
形成されている。なお、ここでいう円柱状とは、略円柱状である場合も含む。
【００４１】
　観察窓２２は、先端硬質部５０の先端面５０ａに、挿入方向前方に向けて取り付けられ
ている。観察窓２２から入射した観察部位の像光は、対物レンズ２３で固体撮像素子２４
の撮像面に結像される。照明窓２５は、観察窓２２を挟んで両側に設けられている。先端
硬質部５０は、先端面５０ａと、外周面５０ｂと、円柱状の一部を切り欠いて形成された
切欠き面５０ｃとを有する。切欠き面５０ｃは、平面状に形成されている。図９に示すよ
うに、先端硬質部５０は、湾曲部１４の軸線方向と直交する面で切断した外周面５０ｂの
断面が、円弧状になるように形成されている。なお、ここでいう円弧状とは、略円弧状で
ある場合を含み、長径と短径の差が小さい楕円弧状や、円に内接する多角形状の一部など
も含まれる。また、先端硬質部５０は、その基端側における最大外径Ｒ１が１７ｍｍ以下
、先端側における最小外径Ｒ３が１４ｍｍ以下とすることが好ましい。なお、この最小外
径Ｒ３とは、先端硬質部５０の先端面５０ａにおいて切り欠き面５０ｃと直交する面に沿
った外径のことを示す。
【００４２】
　超音波観測部５１は、超音波トランスデューサアレイ５２を備えている。超音波トラン
スデューサアレイ５２は、多数の超音波振動子を先端硬質部５０の切欠き面５０ｃに沿っ
た平面状に配列したものから構成される。この超音波トランスデューサアレイ５２は、超
音波トランスデューサアレイ２７と同様に、例えばコンベックス走査や、リニア走査など
電子式で走査が行われる。
【００４３】
　先端硬質部５０では、外周面の一部と湾曲部１４の外周面の一部とが湾曲部１４の軸線
に平行に直線状に連結されて、超音波トランスデューサアレイ５２が湾曲部１４の軸線に
対して傾斜して配置されている。本実施形態では、超音波トランスデューサアレイ５２の
取付面である切欠き面５０ｃとは反対側の外周面５０ｂと湾曲部１４の外周面の一部とが
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湾曲部１４の軸線に平行に直線状に連結されている。なお、ここでいう反対側とは、湾曲
部１４の中心軸に対して略反対側であることも含む。上記第１実施形態と同様に、超音波
トランスデューサアレイ５２による超音波観測は、湾曲部１４の軸線方向に対して斜め前
方の超音波観測範囲に対して行われる。なお、湾曲部１４の軸線方向と超音波トランスデ
ューサアレイ５２の表面とのなす傾斜角度Ｄ１は、１０°以上、４０°以下であることが
好ましい。
【００４４】
　また、超音波トランスデューサアレイ５２は、その表面が、切欠き面５０ｃに対して一
段突出して配されており、その突出量Ｔは、０ｍｍ～３ｍｍとなっている。さらにまた、
この超音波トランスデューサアレイ５２と切欠き面５０ｃとの段差を埋める接着剤など充
填材５３が充填されている。この充填材５３により、超音波トランスデューサアレイ２７
の先端側及び基端側と、先端硬質部１３との間を平滑に連続する傾斜面５４ａ，５４ｂが
形成されている。なお、これに限らず、このような傾斜面５４ａ，５４ｂを先端硬質部５
０と一体に形成してもよい。また、超音波トランスデューサアレイ５２を、その表面が切
欠き面５０ｃと連続する面に形成して平滑に連続するようにしてもよい。
【００４５】
　切欠き面５０ｃにおける超音波トランスデューサアレイ５２の配設位置より基端側には
処置具導出口５５が設けられている。処置具導出口５５は処置具挿通チャネル３１の一端
が通じている。超音波トランスデューサアレイ５２の基端側と切欠き面５０ｃとの間に形
成されている傾斜面５４ｂは、処置具導出口５５の先端側に隣接する位置まで形成されて
いる。この処置具導出口５５は、切欠き面５０ｃを開口して形成されている。また、切欠
き面５０ｃには、外側に突出する突起物などは形成されていない。よって、超音波トラン
スデューサアレイ５２の表面の延長線に対して、先端硬質部１３が外側に向かって突出す
ることがない平滑面に形成されている。また、処置具導出口５５から導出される穿刺処置
具の導出方向の傾斜角度Ｄ２が０°以上、３０°以下となることが好ましい。
【００４６】
　超音波トランスデューサアレイ５２は、観察窓２２よりも基端側に位置しているため、
超音波トランスデューサアレイ５２は、挿入部１０の挿入方向、すなわち湾曲部１４の軸
線方向における寸法を長くすることが可能であり、超音波トランスデューサアレイ５２の
表面の湾曲部軸線方向における長さＬが２０ｍｍ以上、５０ｍｍ以下であることが好まし
い。
【００４７】
　超音波トランスデューサアレイ５２に接続される配線５６は、超音波トランスデューサ
アレイ２７の配線３２と同様に、基端側でまとめられた状態で、挿入部１０から操作部１
１まで延設され、ユニバーサルコード１２を介してプロセッサ装置に接続されている。
【００４８】
　上述したように、先端硬質部５０を外周面の一部を斜めに切り取った先細り円柱状にし
、超音波トランスデューサアレイ５２の表面の延長線に対して、切欠き面５０ｃが外側に
向かって突出することがない平滑面にされているので、体腔内への挿入をスムーズに行う
ことができる。さらに、超音波トランスデューサアレイ５２は、上記第１実施形態の超音
波トランスデューサアレイ２７と同様に、湾曲部１４の軸線方向における長さＬが長く設
定されているため、処置具導出口５５から導出された穿刺処置具が超音波観測範囲内に確
実に入り、且つ穿刺処置具を十分なストロークで移動させても超音波観測範囲から外れる
ことがない。
【００４９】
　なお、図面と請求項発明との上記対応は参考に示したものであって、本発明は、特許請
求の範囲を逸脱しない範囲において種々改変できることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００５０】
　２　超音波内視鏡
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　１３，５０　先端硬質部
　１３ａ，５０ａ　先端面
　１３ｂ，５０ｂ　外周面
　５０ｃ　切欠き面
　２０　観察画像取得部
　２１，５１　超音波観測部
　２２　観察窓
　２４　固体撮像素子
　２７，５２　超音波トランスデューサアレイ
　２９ａ，２９ｂ，５４ａ，５４ｂ　傾斜面
　３０，５５　処置具導出口
　３１　処置具挿通チャネル
　３２，５６　配線
　３４　穿刺処置具

【図１】 【図２】



(11) JP 2014-140460 A 2014.8.7

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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